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 これまでのファルクラム公開セミナーでは、税務調査とプライバシー問題、税務調査
における修正申告の勧奨に関する注目すべき事例、過少申告加算税が免除される場
面や重加算税の賦課決定のグレーゾーンを徹底分析してきました。 
 今回は、最新の事例を題材にして、国税通則法改正後の税務調査に税理士として
いかに対応すべきかを検討します。酒井教授の明快な解説とグループディスカッション
を通じて、法律の考え方や実務上の留意点について理解を深めましょう。 
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最新事例で考える課税要件事実 

《ファルクラム 平成25年度 第1回 公開セミナー》 
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